
第４回西予市の財政に関する特別委員会会議録 
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    財政課係長    宮崎 輝和 

１．出席議会事務局職員 

   書記  脇本 美登利 

１．会議に付した事件  

   第２回有識者会議の意見について 

基本方針２「持続可能な行政運営に向けた 

財政改革」について 

   その他 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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開会 午後１時２９分 

○中村副委員長 

これより第４回西予市の財政に関する特別委員

会を開会いたします。 

○源委員長 

源委員長が挨拶を行う。 

○中村副委員長 

これよりの進行は委員長のほうで進めていただ

きます。よろしくお願いします。 

○源委員長 

それでは次第に沿って進めてまいります。 

３番協議（１）①第２回有識者会議の意見につ

いて説明願います。 

○原井川政策推進課長 

それでは７月 24 日に開催されました、第２回

西予市行財政改革有識者会議について、こちらの

会議録につきましては、ホームページにも掲載を

させていただいておりまして、既に御覧になられ

た委員の方もおられると思いますが、有識者会議

での各委員の主な意見を中心に、概要の説明をさ

せていただきたいと思います。 

まず、事務局より第１回有識者会議において、

委員から要請のあった実質単年度収支など、財政

状況をあらわす各指標について、資料に基づき説

明をさせていただきました。 

続きまして、財政危機の要因につきまして、こ

ちらは第１回有識者会議においても説明を行って

おりましたが、普通交付税と公債費の推移モデル

を示した資料、これは本特別委員会でも前回、資

料に基づいて説明させていただいたものと同様で

ございますが、その資料に基づいて、事務局から

より詳細な説明をさせていただきました。委員の

ほうからは、危機意識の共有が重要であり、ほか

の自治体の事例紹介や、平成 30 年豪雨災害の影

響など、市民の理解を得るため、分かりやすく丁

寧な説明が必要ではないかという御意見をいただ

きました。 

続きまして、３つの基本方針に基づく具体的な

取組項目について説明を行いました。 

まず、「持続可能な行政運営に向けた公共施設

マネジメント」についてでございますが、老朽化

した施設の廃止や機能集約を進め、地域づくり活

動センター等を活用する施設を集約するというこ

とにつきまして、市民を巻き込みながら推進すべ

きではないかという御意見をいただきました。ま

た、施設の廃止や見直しについては、なぜそうし

たのか、方針や基準を明確にする必要があるとい

ったことや、施設の休廃止、開館時間の見直しな

ど、削減ばかりではなく、西予市をどういったま

ちにしたいのか、ビジョンを示すべきという御意

見もございました。また、民間との連携による、

施設の利活用など、具体的な活用提案もいただき

ました。 

次に、「持続可能な行政運営に向けた財政改

革」では、ジオパーク事業やイベントについて、

集客の仕組づくりや、目的や価値が時代に即した

ものなのかといった視点での見直し、ふるさと納

税の強化などの御意見がございました。ふるさと

納税については、返礼品のブラッシュアップや民

間との協働による情報発信の工夫についての提案

もございました。 

次に、「持続可能な行政運営に向けた組織・業

務改革」では、キャッシュレス決済の普及や生成

ＡＩの活用による業務効率化について、民間との

連携した推進などについて御意見をいただきまし

た。なお、西予市では第３次総合計画策定に向け

て、生成ＡＩの活用を進めており、ＤＸ推進に向

けた体制整備を進めておりますといった、説明も

させていただきました。次に、人件費の抑制につ

いて、資料に基づき説明をしました。給与カット

案に関して、西予市の改革に対しての強い意思表

示を示すことができるといった御意見もありまし

たが、職員の負担や意欲低下への懸念についての

御意見もございました。また、職員へのケアや副

業の容認、エンゲージメント調査（これは職場の

愛着度を示す調査ということでございますが）の

導入など、働きがいのある職場づくりの必要性に

ついても御意見がございました。なお、人件費抑

制の取組につきましても、将来ビジョンを示すこ

とや、例えばふるさと納税の目標が達成できれば

こうするなどといった目標を定める必要があるの

ではないかといった御意見もございました。 

最後に、全体を通した意見として、行財政脱却

プランの進め方については、職員の意見を吸い上

げる仕組や、こちらは同様の意見を何度もいただ

いておりますが、改革の先に希望を見せることの

重要性、市民に対しては、正しい危機感を伝え、

将来のビジョンを共有することが必要であるとい
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った御意見がございました。 

以上簡単ですが、第２回有識者会議の概要につ

いての報告とさせていただきます。 

○源委員長 

報告は以上となりますが、ただいまの報告につ

いて、何か質疑がありましたらお願いします。 

○信宮委員 

人件費カットの点でいろいろ有識者から御意見

をいただいていると思うんですが、全てが全て議

事録に載せてるわけではないと思うんですけれど

も、給与カットについては、有識者の方々はもう

やむを得ないと考えられている場合が多いのか、

それともできれば、これは避けたほうがいいと思

っておられる方がいらっしゃるのか、その辺、意

見が出てましたらちょっとお聞かせ願いたいと思

います。 

○山住総務部長 

ただいまの信宮委員の御質問ですけれども、今

ほど説明がありましたとおり、いろんな懸念材料

については、いろいろ御意見等いただいておりま

すけれども、この実施そのものについて、絶対駄

目であるとか、そういったことまで踏み込んだよ

うな発言はなかったと思います。 

○源委員長 

ほかにありましたらお願いします。 

私のほうから１点確認させてください。第３回

の有識者会議が予定されていると思うんですが、

それがいつ開催予定なのか、あと有識者会議のほ

うから、市長に対する答申書を提出されると思う

んですが、それがどのようなスケジュールなのか

ちょっとお聞かせいただいたらと思います。 

○原井川政策推進課長 

ただいまの御質問でございますが、第３回の有

識者会議は８月 29 日金曜日午後１時からという

ことで予定をさせていただいております。また答

申につきましても、第３回の有識者会議において、

答申書の案を事前にお送りさせていただいて確認

をいただいた後、できれば当日に、有識者会議皆

さんおそろいの中、市長に答申をいただくという

ようなスケジュールで考えております。 

○源委員長 

そしたら、よろしいですかね。 

それでは続きまして②番となります。基本方針

２「持続可能な行政運営に向けた財政改革」につ

いて、これについて、かなりの分量がありますの

で、事務事業の再編及び事業規模の最適化につい

ては、前半後半に分けての説明というふうに聞い

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは担当者より説明を願います。 

○沖野財政課長 

資料ですが、財政危機脱却プラン 2025（原

案）の原案となります。 

資料の 22 ページを御覧ください。 

取組項目の一覧が載っているのですが、本日は

この中段の基本方針２持続可能な行政運営に向け

た財政改革が議題となります。まず実施項目①事

務事業の再編及び事業規模の最適化につきまして、

ここの部分を、前半と後半に分けまして、最初に

前半としまして、取組項目 17 番行政連絡委託業

務の見直しから 22 番農林水産事業の見直しまで、

これを前半といたします。後半としまして、

23 番ジオパーク推進事業の見直しから 29 番職員

力を活用した業務改善まで、続いて 30 番イベン

ト・行事等の見直しから 32 番給付事業等の見直

し。最後に、④新たな財源確保等としまして、

33 番新たな財源確保の強化から 36 番基金の再編

まで、４つの区分に分けまして、抜粋によりまし

て御説明させていただきます。 

それでは資料 32 ページをお開きください。 

Ｎｏ．17 行政連絡委託業務の見直しからでご

ざいます。 

なお参考としまして、内部協議用の企画書を共

有させていただいておりますので、前のモニター

にも投影いたしておりますけれども、必要がござ

いましたら、お手元のタブレットであわせてお目

通しください。 

では、取組項目 17 番行政連絡委託業務の見直

しでございます。企画書のほうはＮｏ．54 とな

ります。 

市から各地区に対しましては、広報紙等の区長

文書の配布、募金の取りまとめ、環境委員や民生

委員の推薦、区長要望の取りまとめなど、各区長

へ行政連絡業務について委託をさせていただいて

おります。その委託料につきましては、世帯割

額・自治会加算額・高齢化率加算により算出して

いるところでありますが、過去に区長文書の配布

回数を月２回から１回に削減した際に、委託料の

見直しを行っておらず、そのあたりも踏まえまし
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て、今回委託料の引下げを行うものであります。

総額 4640 万円から 500 万円の引下げについて、

今後、行政連絡協議会での協議を行う計画といた

しております。 

また、あわせまして、各地区から道路改良の要

望、カーブミラーの設置、水路の修繕など、地区

要望の取りまとめを毎年度行っておりますが、各

地区から同一の案件について、毎年度継続要望さ

れる場合が多く、結果としまして、未処理・未対

応の要望が数百件積みあがっており、根本的に処

理出来ない状況となっております。財政状況が厳

しい中で、区長要望の基準につきまして、見直

し・たな卸しを設けるとともに、各区長業務の負

担軽減とあわせまして、検討するものであります。 

Ｎｏ．18 情報システム管理運用事業の見直し

でございます。企画書はＮｏ．55 でございます。 

自治体の行政事務におきましても、近年、シス

テム化やデジタル化が急速に進んでいる状況であ

ります。そのような中で、情報システム管理運用

事業におきましても、パソコン関連部分の価格高

騰もあり、職員の１人１台のパソコン整備のほか、

業務を行ううえで高額なライセンス料、保守料が

必要となっており、毎年度３億円程度の一般財源

が生じております。特に近年は、物価高騰や為替

の影響もあり、経費は増加傾向であります。職員

の業務改善や社会事情を踏まえますと、システム

化、デジタル化は必要ではありますが、適切な規

模による見直しを行うものでございます。具体的

には、定員管理計画による職員数を削減する中で、

あわせてライセンス料自体の削減を図るとともに、

出先施設の業務環境は維持しつつ、利用する回線

を見直す中で、経費の削減に努めるものでありま

す。しかしながら、先ほども申しましたように、

近年の物価高騰等の影響が大きく、そういった要

因が削減効果を上回り、予算は高止まりするもの

と見通しております。 

続いて、33 ページでございます。 

Ｎｏ．19 移住・定住対策事業の見直しでござ

います。企画書はＮｏ．56、Ｎｏ．57 でござい

ます。 

移住・定住の事業に関しましては、自治体間の

競争が過熱する中で、その効果の分析が不十分な

まま、各種の移住施策や事業が乱立している状況

であります。第２次総合計画の中におきましても、

効果的な施策の展開と同時に、市の魅力を全国に

ＰＲしていく必要があるが、歳出増を伴う恐れが

あるので、十分に費用対効果を検証しながら進め

ていくことが必要と記されております。住民サー

ビスの全体的な見直しを図る中で、移住・定住の

事業につきましても、本市の財政力を踏まえ、身

の丈に合った一定の規模感での実施とするよう見

直すものであります。 

まず、明浜町狩江の移住体験施設でございます

が、利用実績を踏まえるとともに、地域での柔軟

な取組も見据える中で、市の施設としては廃止し、

地元との協議のもと地域団体への譲渡を進めるも

のであります。資料では、令和７年度末廃止とし

ておりますが、建設時に補助金を受けていること

もあり、手続上、令和９年度末あたりの廃止に再

調整を検討しながら、地元での受入れについて調

整を進めております。 

続いて、首都圏等での移住フェアへの参加につ

いてでありますが、令和２年に移住定住交流セン

ターが設立され、５年が経過しました。センター

の方へ移住定住の推進に関する業務委託を行いな

がらも、市担当課におきましても、移住フェア等

には、センター職員とともに参加してきた経緯が

ございます。センター設立５年が経過する中で、

センターでの人材育成、ノウハウの引継ぎが進ん

だこともあり、今後は、業務委託の中で、センタ

ー職員中心による体制に移行し、市職員の出張経

費等の削減を図るものでございます。 

次に、市では、これまでにも様々な機関に市職

員を派遣してきた過去がございますが、各団体の

運営に関わる支援的な派遣職員につきましては、

基本的には一定期間に限定し、各種団体や機関等

の団体の育成が進んだ中で、派遣を終了するとい

う考え方がございます。移住定住センターにも市

職員を派遣しているところでありますが、集中改

革期間中には、自主的な運営が行えるようさらな

る運営の向上を図り、可能であれば、市職員の引

揚げを目指すこととしております。 

次に、移住定住空き家活用住宅改修事業につき

ましては、サブリースとしまして、狩江・遊子

川・高川・野村の４件に加え、本年度、土居の整

備を進めておりますが、今後の集中改革期間中は、

それぞれの事情に応じて休止の扱いとし、その後

の再開は、財政事情を踏まえた中での改めての判
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断とする内容でございます。移住交流促進事業に

つきましても、国の交付金終了に合わせて休止と

いたします。 

次に、地域おこし協力隊につきましては、平成

22 年度までに延べ 71 名を採用し、今年度も配置

数は県内１位でございます。これまで積極的に支

援に取り組んできたところでございます。令和７

年度も予算上 29 名の予算化をいたしております

が、その予算総額は 1 億 4000 万円でございます。

地域おこし協力隊につきましては、特別交付税措

置があるとされておりますが、当初予算上は、そ

の全てを一般財源として措置することとなり、先

日の財政勉強会でもお伝えしましたが、実際に交

付される特別交付税の考え方には課題もございま

して、一般財源 1 億 4000 万円が予算上の負担と

なっております。また、配置数が増える中で、円

滑に事業を推進いただくうえでは、人員管理を行

う市の体制も重要となりますが、人数が多くなれ

ば、その管理体制も拡充しなければ対応出来ない

ため、課題を抱えており、本市の財政力を踏まえ、

身の丈に合った一定の規模感での実施とするよう

見直すものでございます。 

続いて、Ｎｏ．20 人口減少対策事業の見直し

でございます。企画書はＮｏ．58 でございます。 

人口減少対策事業につきましては、県の交付金

を活用するなどにより事業展開をいたしておりま

すが、移住施策と同じように、効果・成果が十分

に見通せない中で、各担当課で多くの事業が乱立

してしまっている状況ととらえております。

15 事業、事業費は約 7600 万円で、一般財源は約

4000 万円となります。財政に余裕があれば、幅

広に事業展開ができますが、財政に余裕がないと

なりますと、どこかに重点を置いて実施する必要

が生じます。政策推進課で各課の事業の総括的な

取りまとめを行っておりますので、その取りまと

めの中で、各課への助言や指導のマネジメントを

強化し、効果や成果を踏まえた中で、管理部局と

して、市全体の政策を推進するコントロールを行

うとともに、本市の身の丈に合った予算規模に重

点化するものでございます。 

続いて 34 ページを御覧ください。 

Ｎｏ．21 社会福祉事業の見直しでございます。

企画書は、Ｎｏ．60 からＮｏ．62 になります。 

まず、ファミリーサポートセンター事業につき

ましては、子どもの送迎や預かりを支援する事業

でございますが、年間の依頼件数は３件程度でニ

ーズがない状況となっております。また、支援す

る側の提供会員が不足し、お断りをする案件も生

じております。従来から、惣川こども園の延長保

育を拡大した流れもございましたが、令和８年度

を最後に、惣川こども園の園児がいなくなります

ので、今後の廃止を計画するものであります。な

お、国から交付金を受けていることもあり、休止

のまま据え置くなど、その手法については、調整

をさせていただく予定でございます。 

続きまして、緊急通報事業につきましては、装

置の緊急ボタンを押しますと、固定電話回線を通

じて、コールセンターに通報後、親族やご近所の

協力員、また緊急の場合は、消防署に直接通報す

る仕組みとなっております。これまで市が担って

きた事業でございますが、民間による見守りサー

ビスが様々普及しており、民間のサービス利用を

促進するよう転換を図るため、新規受付を終了す

るものでございます。 

前半の最後でございますが、Ｎｏ．22 農林水

産事業の見直しでございます。企画書は、Ｎｏ．

63、Ｎｏ．64 になります。 

田んぼダム推進事業につきましては、令和４年

度から開始し、各地区の御理解と御協力のもと、

令和６年度で７地区にまで普及が拡大している状

況であり、今後におきましても、豪雨や肱川流域

治水の観点からも、さらに地区を拡大していく方

向性にあります。そのような中で、堰板１枚あた

りの委託料単価につきましては、これまでの

1,000 円から、導入後４年目からは、制度の普及

とともに財政事情も踏まえ 500 円に引下げさせて

いただく内容となっております。 

以上、実施項目①事務事業の再編及び事業規模

の最適化につきまして、前半部分の概要説明とさ

せていただきます。 

○源委員長 

説明は以上となります。 

ただいま説明ありました内容につきまして質疑

を行います。 

質疑がある委員の方は挙手の上、発言を願いま

す。 

○二宮委員 

どれも多分説明したら、かなり実際にできるま



- 6 - 

 

で難しいだろうなというふうな内容なんですけど

も、特に１番最初のほうの行政連絡の委託業務に

ついては、今まで総務委員会とかの中でも、かな

り以前からずっと出ましたけども、旧町がどうの

こうのとかいうことで、今まで改善するような意

思が全く見られなかったということで、当然見直

しは当たり前だろうなと思うんですけども、説明

するまでに案というか、西予市案がどれだけ出来

て説明するのかというところは、やっぱり、今か

らしますよという説明だけで、これ、市民説明会

のほうに行くのかどうかというところをまず教え

ていただきたいなと。 

○山住総務部長 

行政連絡委託業務の見直しにつきましては、今

週の金曜日でしたか、代表区長会の理事会が開催

されるというところで、そこでまず、市のほうで

今考えている案についてお示しをするという予定

としております。現在のそれぞれの積算の単価の

見直しをさせていただきまして減額をするという

ところでございます。ただ、単に委託料の減額だ

けではなく、先ほどの説明もございましたけれど

も、ほかの各区長さん、理事会の会長さん等にお

願いをしているいろんな業務についても、集約で

あるとか見直しをさせていただいて、少しでも負

担は軽減できるようなものにしたいと考えており

ますし、ここには出ておりませんけれども、各地

域に、自治会のほうに出してる、例えば防犯灯の

補助金であるとか、いろんな業務の申請行為もや

っていただいておりますけども、そういったもの

についてもできるだけ集約をして、自治会業務負

担の軽減もあわせて考え対応していく、職員もあ

わせて業務の合理化、簡素化を進めていくという

ことで現在進めているところであります。 

○二宮委員 

想定した削減効果が 500 万円ということですか。 

○山住総務部長 

今つくっている案でいきますと、年間で約

500 万円程度の減額ということになります。 

○二宮委員 

もう１点、移住・定住対策事業の見直しのとこ

ろで、ひとつは、見直す前に今までの取組はどう

だったのかというところが、まず問われるんじゃ

ないかなと僕は思うんですけれども、それはちょ

っと後として、地域おこし協力隊のところの

20 名程度にするという、今の課長の説明では、

予算として出てくるから、減らすということです

かね。お金自体は、国ですよね、これ全部。地域

おこし協力隊の費用自体は国から。 

○沖野財政課長 

地域づくり協力隊、財政措置は特別交付税のほ

うでなされているということで、国からの交付税

ということになっております。ただ交付税のほう

が、国で決まった総額、交付税の財源、国の財源、

それの６％が特別交付税ということで総額が決ま

っておりますので、ここで措置されたとしても、

その年の全国の特殊事情の状況によりましては、

うちのほう、例えば地域おこし協力隊で措置人数

が増えたとしても、その分の特別交付税が伸びる

とは限らないということで、結局国の配分の問題

になりまして、この人数のとおり措置額が伸びる

かというのが、またちょっとそこが不透明という

ことがございまして、先ほどの説明となっており

ます。 

○二宮委員 

1 人毎月 15 万円やったですかね、１人給料と

同額の分を、行政から協力隊に払うやないですか。

そのお金自体は、国じゃないんですかね。 

○三瀬財政課長補佐 

特別交付税で措置をされているという考え方の

御意見いただいた通りになります。予算を組むと

きになんですけれども、通常の国庫補助金とかで

仮にいただくのであれば、予算の事業費を組んで、

国庫補助金を充てて、一般財源を減らしてってい

うことでできるんですけれども、特別交付税措置

ということは、年度末とかに国から交付される額

がもう不透明で分からないということがございま

すので、予算措置上は、事業費を組んで、そのま

ま一般財源にして、年度末に特別交付税を受ける

という仕組にまずなってございます。その上で、

特別交付税の場合は、この地域おこし協力隊はル

ール分ですので、100％措置されているという国

の考え方はございますが、そのルール分とは別に

特殊財政事情分というのが、こないだの学習会で

もお伝えさせていただいたものがございまして、

今課長が申し上げました、その二つを、総額の中

で調整されますので、ルール分が増えても、特殊

財政事情分がある程度減額なんかがされまして、

結局西予市に来ている額は毎年変わらないという
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ような実情もございまして、財政としてはその辺

りが厳しいというのが一つ考えております。もう

１点は、財政力が厳しい中で、他の自治体よりも

配置人数がちょっと多い部分がございますので、

その辺り、市の状況に応じての調整が必要じゃな

いかということで、入れさせていただいてる内容

となっております。 

○二宮委員 

予算組むときに、国の予算ですよというちゃん

と明確な、そういうものがあるのとないのとの違

いというふうに理解はしたんですけども、結局、

多少減るにしても、入ってくるわけやから、目的

があっての地域おこし協力隊なんで、ここの人数

を 20 名に限定するというのはどうなのかなとい

うのがちょっと１点あります。それと今言われた

分で、この削減効果の 6160 万円の大体幾らぐら

いになるのか、もし分かっておれば教えてくださ

い。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時２分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時６分） 

○三瀬財政課長補佐 

数字の部分につきまして私のほうから御説明い

たします。この地域おこし協力隊につきましては、

10 年後集中改革が終わったときと比べての数字

になりますが 3800 万円というところの削減効果

というふうに見込んでおります。 

○大野本政策企画部長 

私のほうからは人数削減というところの考え方

なんですけれども、御存じのとおり協力隊の配置

について、ちょっと偏りが今現在もある状況が続

いております。ノウハウが分かっているところに

ついては、２人、３人と、今まで入っているよう

な地域もございますので、今後はですね、できる

だけ地域づくり組織にもよるんですが、できるだ

け満遍に入っていけるような形で推進していきた

いなというふうに考えております。同時期に同じ

地域に２人入るというようなことは、今後はちょ

っと考えておらず、人数的にもそういった考え方

の中で、若干減らしていってという考えでおりま

す。 

また、地域づくり組織の中での管理もなかなか

大変になってきて、地域任用職員とかの業務も、

かなり負担になっているという声もあったりしま

すので、その辺も踏まえて適正化に努めていきた

いというふうに考えております。 

○二宮委員 

もう一つ、移住体験施設狩江は、お試し住宅の

ことですかね。 

○大野本政策企画部長 

そのとおりです。 

○二宮委員 

お試し住宅はゼロになるということですよね、

今これ、ここしかないわけやから。だから、特に

移住定住の部分については、この人口減少の中、

やっぱり西予市が取り組むべき重要課題のほうな

んで、先ほども言ったように、今までの取組方が

問題あったのかは、私らもかなり一般質問とか委

員会とかで申し上げてきたけども、何か取り組ん

だ形が見えてこない。今まで。ただ削減する、よ

そがとか効果とかいう、いろんな文献とか行政や

国から出とるもん見ても、できてないのはかなり

多いですよ。そこを見たら減らさないかいうふう

になるのは当然かもしれんけども、根本を間違え

たら、この西予市の運営の中で、どこを増やして

力を入れていかないかんのかというところが、僕

は疑問に感じますね、この書き方ではね。 

○源委員長 

ほかにありましたらお願いします。 

○河野委員 

今の人口減少対策ですけれども、市長の公約の

中に、子育てするなら西予でというようなことで、

人口減少、子育て対策をしますよということで、

３期目に入っておられる中で、この事業を見直す、

これは残して、ほかのとこで、これぐらいの削減

効果はうむよと。いろんな選択は可能なわけです

か。 

○原井川政策推進課長 

人口減少対策については、令和５年度から県の

交付金等も活用して、積極的に、今委員言われた

とおり、市の大きな三本柱の一つということで、

強力に進めておりますが、県のいろんな交付金メ

ニューを使って、先ほども説明があったように

15 事業等、積極的に各ライフステージに応じた

事業を展開しておりますが、そこら辺のですね、

精査というか、実際の担当課とヒアリングをさせ

てもらった上で、その事業で補助を受ける市民の
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方の反応であるとか、実際どれぐらいの方が申請

があったのかということも見極めながら、ある程

度集約をしていきたいというような考え方でござ

います。当然この分野だけとか、狭い分野のもの

でもないですし、１年、２年で効果がすぐにあら

われるような事業でもないというのは認識もして

おりますが、そういった中で精査しながら、とは

いえ、積極的な人口減少対策というのは、進めて

いきたいという考え方は持っておりますので、そ

こら辺は市民への説明についても、そういった考

え方を理解していただけるような説明が必要なの

かなというふうには感じております。 

○二宮委員 

今の河野委員の質問と同じなんやけど、こんだ

けの事業の中で削減とか縮小とかいうことが出て

きて、どの部分を増やしますとかね、予算をお金

をかけれん、でもこの部分に力入れますとかね、

何かそういう説明が欲しいですよね。市民説明会

のときには、本当に。もう全部減らすだけかとい

うふうな印象になってしまうような気がします。 

○三瀬財政課長補佐 

人口減少対策の見直しにつきましても、内部で

議論をさせていただきました。その中で担当課の

協議をした中で、この補助金を支給して、実際人

口減少対策につながるのだろうかという議論は内

部でも結構いたしまして、その中で、担当課とし

て、ここは不要なんじゃないかというような意見

も出てまいりました。そのときに出てきたのがや

はり人と人との出会い、予算が少ない中では、例

えば、出会いの婚活というような、そこのところ

をまず力を入れないといけないのではないかとい

うところで、まちづくり推進課の予算になります

けれども、そういったところの予算をちょっと充

実しよう、予算措置をしていこうというような内

部協議の経過はございます。 

○河野委員 

今の説明で、婚活をして、カップルができたよ

と。そうしたら、当然と言ったらいかんかもしれ

んけど、子どもが生まれるかもしれません。そう

いった流れでずっと西予市はカバーというか、応

援しますよという事業は、残してほしいわけよ。

昨年城川で３名か４名しか生まれてないですけど、

全体で 120 名ぐらいだったかな、生まれた。少な

い中でも 100 名超えとる子どもが生まれとるわけ

なんやけん。それがなくなったら、もっと少のう

なると思うんですが、頑張ってください。 

○源委員長 

確かに人口減少対策、今移住・定住対策事業に

関する見直し説明ありましたけど、例えば子ども

の医療費の部分であるとか、手がついてない部分

も結構あると思いますんで、全体的に人口減少対

策にも力を入れると話があったと思うんですけど、

その中で例えばこの点については、なかなか拡充

というのは難しいけども、現状は維持するという

部分があるかと思うので、これは多分市民説明会

の際になるかなというふうに思うんですけれども、

それが全てじゃなくて、こういったものは残すみ

たいな形であったほうがいいんではないかという、

今の委員の意見かなというふうに思いましたので、

すいません、まとめみたいになっちゃいましたが。 

ほかに質疑がありましたら。 

○大森委員 

同じく人口減少対策事業の見直しのところなん

ですが、企画書 15 ページ、15 事業の中の３番出

産子育て通院交通費助成事業についてですが、妊

婦に対する遠方の分娩施設への交通費及び宿泊費

支援事業に切り替えることを検討とあります。こ

れはその方向でとらえてよろしいんでしょうか。 

○原井川政策推進課長 

実際の担当課は健康づくり推進だったと思いま

すので、事業の詳細についてはあれですけども、

今おっしゃられたとおり、国の補助というのがあ

るようですので、そちらのほうは活用して、引き

続き行うというような考え方でございます。 

○大森委員 

引き続き行うというのは、廃止となっておりま

すが、どういうことでしょうか。 

○原井川政策推進課長 

すいません説明不足でしたが、このまとめ方に

ついては愛媛県の交付金を活用した部分を、

15 事業を集約するということですので、国の別

の補助事業というのは、引き続き継続という形で、

残すという考え方でございます。 

○中村副委員長 

先ほども委員少し言われましたが、不妊治療の

助成金事業についてはカットになってない。細か

いとこ見てないんですけど。温存でいいですか。 

○原井川政策推進課長 
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こちらも健康づくり推進課の事業ですが、こち

らも県の補助の対象と国の対象と、いろいろこう

差異というか違いがありまして、その中で、廃止

ではなく縮小という考え方ですので、今まで、例

えば限度額がないものについて、限度額を設けさ

せていただいたり、そういったことで縮小という

ことは考えておりますが、全体的に不妊治療に対

する補助を、廃止するとかやめるというようなこ

とまでは考えておりません。 

○中村副委員長 

大洲とか八幡浜とか、近辺の市町と競争になっ

ている部分があって、松山のクリニックとかで聞

くと、西予市は非常に手厚いと好評をいただいて

いるということがございますので、そういう点に

も少し配慮いただいたらと思います。 

○源委員長 

ほかにありましたらお願いします。 

○大森委員 

Ｎｏ．54 行政連絡委託業務の合理化のところ

なんですが、企画書３ページに、現在の区長要望

から改革後の区長要望という表が提示をされてお

ります。現在の区長要望は、通常要望が、経過観

察等を経て市対応済、予算化で終了。経過観察等

で、翌年度継続要望で、対応不可は終了となって

おるのが、改革後の区長要望は、通常要望が対応

済、予算化は終了。経過観察等は要望事項一覧確

認となっております。この要望事項一覧確認とい

うのはどのようなことか説明をお願いします。 

○山住総務部長 

この図のところの部分かと思いますけれども、

従来は継続要望も含めて全ての要望を、まだ出来

てないものについては、引き続き翌年度もそのま

ま持っていくというような流れでありましたけれ

ども、そうなりますと要望だけがどんどん膨らん

でしまうといったことで、それに対して地元のほ

うも、いろいろと現場の確認等々で負担をかける

こともございます。その中で、今年度、今計画を

しているものにつきましては、要望事項について

は一度確認をして、その状況によって一定の判断

がつくものそれについては、１枚目の合理化のＮ

ｏ．54 のところで、２．区長要望の取扱いとい

うところにありますけども、その内容についても

３年以上続けて要望あるんだけれども、なかなか

それを実現出来ないということであれば、もう一

覧のほうから削除をさせていただく。それとまた

緊急に対応しないといけないものについては、そ

の都度、緊急性があるものは対応していくと。そ

れがないものは新規要望の扱いとして次年度の予

算措置の対象とするといった形で、要望の内容に

ついて、一度全部内容を確認した上で次年度の取

扱いを決めていくと。いたずらに、きたものを全

て翌年度に回していくことはしないよというよう

な形になるということで御理解いただいたらと思

います。 

○大森委員 

地元から出た要望ですので、要望はしっかりと

見ていただきたいなという意見です。 

○山住総務部長 

確かに地元の要望というのはできるだけ広く聞

いていく必要もありますし、答えられるものを答

える必要があるものは、早期に対応してまいりた

いと思いますけども、今回のプランの全体を通し

ましても、要望が出てくるのは確かに、それ地元

のお困りの方もいらっしゃるのは分かるんですけ

れども、その全てに対応していくことが非常に難

しくなっているというところを踏まえた上で、う

ちとしては、今何をしないといけないのか、何が

必要かいうことをしっかり踏まえた上で、その要

望についても対応していきたいと考えております。

これについては、地元の区長さんをはじめ地域の

住民の方にも理解していただかないと、今までど

おりの要望の仕方では難しくなるぞ、だけどこれ

はやってもらいたいというのを精査して、要望し

ていただくとか、そういった形にシフトをいただ

くような流れになっていきたいなと思っておりま

す。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 22 分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 26 分） 

ほかに質疑がありましたら挙手の上お願いしま

す。 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

最後に総括の質疑の場を設けますので、何かご

ざいました方お願いします。 

それでは、暫時休憩前に一点申し上げます。私

この間第３回特別委員会の最後に、各成果指標に
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ついて申入れをするということで、委員の皆様に

お伝えしておりました。その点について触れてお

りませんでしたので、ここで御報告申し上げます。

一応この危機脱却プランの原案については、当特

別委員会そして有識者会議、同じ資料をもって、

現在審議、協議を進めているところでございます。

指標について分かりづらいという意見はそのとお

りでございますし、前回の特別委員会の中で、山

住部長のほうから成果指標等については、見直す

ということで返事をいただきました。同じ資料を

持って現在進めておるところでございますので、

その点については委員の皆様、御理解いただきま

すようお願いいたします。 

なお、10 月に予定されております公表前には、

変更した成果指標をもとにですね、当特別委員会

においても、再度確認をする場を設けたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 28 分）

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後２時 38 分） 

それでは、続きまして、事務事業の再編及び事

業規模の適正化、後半についての説明を願います。 

○沖野財政課長 

それでは後半部分について、Ｎｏ．23 から

29 まで概要をご説明いたします。 

資料は 35 ページでございます。 

Ｎｏ．23 ジオパーク推進事業の見直しでござ

います。企画書はＮｏ．65、Ｎｏ．66 になりま

す。 

本市は平成 25 年に四国西予ジオパークの認定

を受けました。ジオパークを活用したまちづくり

を目指し、事業展開をする中で、令和４年には城

川町にジオミュージアムを開館し、そこを拠点と

し推進に努めてまいりました。本年度は、４年に

１回の再認定審査の年となっておりまして、現在

準備を進めております。しかしながら、地域資源

を最大限活用し、観光振興や産業振興等の地域活

性化に期待するものの、これまで投資してきた経

費とは裏腹に、有識者会議でも指摘を受けました

が、誘客への仕組みづくりが弱く、その成果へ結

びつけることが十分ではない現状にございます。

特に、ここ３年ほどは、人員の配置を増員するな

ど、攻めの姿勢で取り組んできましたが、その成

果が十分に見通せない状況でございます。また、

これまでジオパークを推進するための事業の財源

としまして、ジオパーク推進基金を充当してまい

りましたが、その基金もほぼ底をつく見通しとな

りました。今後は、ジオパークの推進を一般財源

で担うこととなり、新たな財政負担が生じること

となります。そのため、財政力に応じた予算規模

に事業整理が必要ではないかと考えております。

特に、これまでは、ジオパークを推進するジオパ

ーク推進協議会への補助金のほか、市が直接に予

算も計上し、協議会と市の２方向からの推進を行

ってきましたが、今後は、推進協議会へ予算を集

約し、令和６年度と比較しますと 30％以上の削

減整理をするものであります。こちらも資料は

40％となっておりますが、これもほかの事業とあ

わせて後ほど修正をさせていただきます。また、

全国には、ジオパークの効果が期待出来ないこと

から、再認定を申請しないなど脱退する自治体も

出てきているようでございまして、令和 12 年度

の次回更新においては、事業効果を検証し、継続

の可否を改めて検討することとしております。 

続きまして下段のＮｏ．24 道路・橋梁事業の

見直しでございます。企画書はＮｏ．67 でござ

います。 

本市は、県内でも面積が広く、特に道路の新

設・改良については、従来から地域からの要望が

特に強い分野でございます。現在は年間 10 路線

前後でありますが、10 年前には年間で 30 路線以

上の改良事業を行っていた時期もございます。し

かしながら、道路の新設・改良を行うに当たって

も、財政力が低いがゆえに、事業費の市負担分を

一般財源で賄うことは困難であり、これまで整備

してきた市道のほぼ全てにおいて、過疎債などの

借金をすることで事業を進め、地域要望に対応し

てまいりました。後年度の償還に交付税措置はご

ざいますが、３割ほどは自己負担として積み重な

ります。また、市内の道路の路線が増えれば増え

るほど、将来の維持管理の負担も見据える必要が

ございます。そのため、従来の道路の新設・改良

の考え方から、舗装の路面改修、維持管理などの

メンテナンス事業へ重点化する方法を計画するも

のでございます。避難路など重要な視点について

は考慮しつつも、新規路線の要望条件を厳格化す

る中で、令和 11 年度より本格的な維持・メンテ

ナンス事業に切り替えるものとなります。 
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続きまして 36 ページを御覧ください。 

Ｎｏ．25 都市計画事業の見直しでございます。

企画書はＮｏ．68 となります。 

平成 30 年７月豪雨災害からの復興に当たりま

して、令和３年度から令和７年度までの１期５カ

年計画で野村地区都市再生整備計画を策定し、野

村支所周辺や商店街、河川沿いの整備など、デザ

インワークショップでの意見を踏まえながら取り

組んでまいりました。総事業費は、約 32 億円の

大型事業であり、国庫補助金を活用しつつも、自

己負担分は市債を活用しながら取り組んでおりま

す。しかしながら、１期５年の計画の中で事業を

行ってしまいますと、各年度の市債の借入額も大

きくなるため、今後の起債事業のコントロール、

年度間の平準化について見直すこととし、１期５

年であった計画を延長し、第２期計画を策定する

ことで、５年間の事業から通算８年間程度の事業

に延長し、それによって各年度の市債の借入額を

抑え、平準化を図るものであります。また、あわ

せて、今後は、レクリエーション広場の整備内容

につきましても、必要な機能の在り方について、

縮小の見直しを行うものであります。 

続きまして、下段のＮｏ．26 社会教育事業の

見直しでございます。企画書はＮｏ．69 からＮ

ｏ．71 となります。 

地域学校協働活動推進員でございますが、地域

全体で子どもたちの学びや成長を支え、学校を核

とした地域づくりを目指し、地域と学校が連携・

協働して行う様々な活動が重要視されています。

活動例としましては、授業補助、放課後学習支援、

部活動支援、学校行事支援、登下校の見守りなど

がございます。地域と学校をつなぐコーディネー

ターとして、地域学校協働活動推進員の配置が推

進されており、導入に当たりましては、令和７年

度からの新規事業として、国・県の補助事業がご

ざいます。効果的かつ財政的見地とともに、今後

の学校再編を見据えた中で、全校一斉の導入では

なく、令和７年度からモデル３校での取組を開始

し、検証を経ながら、段階的な拡大・導入に取り

組むものでございます。 

次に、放課後子ども教室につきましても、児童

の放課後の居場所づくりとして、田之筋放課後子

ども教室、野村Ｎ－ジオチャレ、石城放課後子ど

も教室などございますが、市の委託事業として委

託料を支出しての事業となります。制度上、委託

事業ということでありますので、市の事業として

の立場、中長期的な事業展開、事業内容・予算規

模の確認のほか、受益者負担やボランティアなど

運営の在り方の工夫等、市としましても、事業の

在り方について事業者と調整を図るものでござい

ます。 

次に、高校魅力化事業でございます。令和５年

度に策定されました愛媛県県立学校振興計画にお

きまして、宇和高校・野村高校ともに募集停止の

再編整備基準が示されております。両校の存続は

流動的な内容となっております。特に、令和９年

度に令和 10 年度以降の後期計画が示されること

となっており、市としましては、令和９年度の後

期計画が示されるまでの間に、集中的な支援に取

り組むこととしております。特に、両校それぞれ

の特色に応じた支援を展開することとし、宇和高

校は、総合学科への再編を軸とした市外からの入

学生の確保策、部活動の魅力化支援に取り組むこ

ととし、令和７年度から通学補助の市外通学者へ

の拡大、令和８年度からの家賃補助・下宿整備の

検討を進めております。野村高校は、畜産科、動

物園の創設を核とした魅力化、県外からの入学生

の確保策に重点を置き、地域みらい留学、下宿整

備などに取り組む計画としております。いずれの

取組も生徒確保による将来的な地域活性化への波

及効果に前向きな改革として期待するものでござ

います。 

続きまして、37 ページを御覧ください。 

Ｎｏ．27 繰出金事業の適正化でございます。

企画書はＮｏ．72、Ｎｏ．73 となります。 

病院、つくし苑、下水道、水道事業、簡易水道

などの企業会計につきましては、事業収入を主な

財源としまして、独立採算の原則を踏まえた中で、

繰出金事業は行われる必要がございます。繰出金

の財源となる一般財源には、特定の受益者以外の

税金が投入されることになるからでございます。

病院、つくし苑の両会計につきましては、指定管

理制度の移行による見直しに取り組んだところで

ございます。 

それではまず、下水道会計でございますが、下

水道会計に対しましては、農業集落排水も含めま

して、基準内・基準外とあわせまして、約５億円

の繰り出しを行っております。そのうち交付税で
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措置される額は約２億円、市の一般財源に相当す

る額は約３億円前後となります。そこで、基準外

の繰出金のうち、下水道会計のキャッシュフロー

の見通しも踏まえた中で、経営基盤強化分の繰出

金を 30％程度、約 600 万円を削減することとい

たしました。 

また、上水道・簡易水道の会計につきましては、

消火栓の維持管理に係る繰出金を１基当たり

3,000 円としておりましたが、1,000 円に見直す

ことで、450 万円の削減を図ることといたしまし

た。 

続きまして、Ｎｏ．28 公債費の抑制でござい

ます。企画書はＮｏ．74 になります。 

財政悪化の要因の一つが起債事業の増加による

公債費の上昇でございます。起債事業により、毎

年度の多額の借金が続いたため、返済である公債

費が増加し、財政負担となっております。公債費

を抑制するためには、借金の残高自体を減らすこ

とが必要となります。 

企画書Ｎｏ．74 で御説明いたしますので前の

モニターを御覧ください。 

西予市の財政力、交付税の考え方でいう留保財

源等の考え方から算定しますと、西予市における

年間の借金の適切な限度額はおよそ 25 億円あた

りかと思います。グラフの中の黄色い棒グラフが

各年度の借金の額になります。平成 26 年度が

41.7 億円、平成 27 年度が 41.1 億円、平成 28 年

度が 55.2 億円、平成 30 年度が 44.6 億円、令和

元年度は災害の影響もございまして 50.8 億円、

令和４年度も 47 億円ということで、40 億円を超

える借金が続いてきたことになります。25 億円

の借入上限の倍近い借入を続けてきたということ

になります。令和５年度から、起債枠 25 億円の

取組を進めておりまして、消防庁舎などの大型事

業が終了したことで、令和７年度が 17.2 億円と

いうことで、借金抑制のコントロールを進めてお

ります。今後も、令和８年度からの集中改革期間

中は 20 億円以下、その後も 25 億円辺りを上限に

調整を進めております。令和５年度からは、今後

10 年間の起債事業や大型事業を一覧にしまして、

定期的に各課のヒアリングを行いまして、全体的

なコントロールを常に進捗管理する体制に努めて

おりますが、財政悪化の要因について以前にご説

明しましたけれども、10 年前には事務レベルの

ところで、この各課を総括的にコントロールする

という実務の部分が行われていなかったというと

ころが反省点でございます。また、水色の棒グラ

フが借金の返済に当たります公債費になります。

平成 26 年度が 33.8 億円、平成 27 年度が 33.7 億

円、平成 28 年度が 30.9 億円、平成 29 年度が

31.5 億円でございました。借金の返済は、借入

をしても３年間の据置き期間がございますので、

元金の返済が始まるのは、借入れて３年後あたり

になります。そのため遅れて返済が増えてきます

が、令和３年度からは 40 億円を超えて高止まり

し始め、今後さらに増え、令和 10 年頃には 45 億

円あたりでピークになっていきます。令和５年か

らの枠設定の効果で、この 45 億円を超えるあた

りに収まってきておりますが、以前の推計では、

令和 10 年には 50 億円までいく見通しとなってお

りました。借金を抑制することで、水色の公債費

は、令和 14 年ごろには、約 32.5 億円あたりに下

がる見通しであります。さらに 30 億円以下にま

で引下げていく必要がありますが、この頃になり

ますと、公債費が下がった分、随分と財政運営も

楽になる可能性はあると考えております。赤い折

れ線グラフが借金の残高となります。令和元年度

のピーク時には 400 億円を超えておりました。近

年の取組によりまして、緑枠の集中改革期間終了

後には 300 億円を下回る見通しとなっております。

今回の目標としましては、この借金の残高を

100 億円以上引き下げるということとしておりま

す。 

38 ページを御覧ください。 

最後に、Ｎｏ．29 職員力を活用した業務改善

でございます。企画書はＮｏ．75 からＮｏ．

77 でございます。 

健康づくりの調理実習やブラッシング指導、ア

ンケートの収集など業務の手法を見直すとともに、

日本語教室の業務委託につきましては、体験・交

流型のイベント形式に変更し、職員の取組により

見直すものでございます。 

以上、財政改革における事務事業の再編及び事

業規模の最適化の後半部分の説明となります。 

○源委員長 

説明は以上となります。 

ただいま説明あった件につきまして、質疑のあ

る方は挙手の上お願いいたします。 
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○二宮委員 

ジオパークの件は、次回の更新前に、脱退する

かどうかを検討するということだったんですかね。 

○山住総務部長 

今回申請の手続をしてる部分については、再認

定をとりたいというふうに考えております。ただ、

その認定を受けた後の、いわゆるこのジオパーク

推進事業の状況を見た上で、令和 12 年度にまた

次の再申請が来ますけども、それより前の段階で、

次手を上げるかどうかの判断をするというような

考えにあります。 

○源委員長 

ほかにありましたら挙手の上お願いします。 

○大森委員 

Ｎｏ．65 ジオパーク推進事業の見直しの企画

書の中なんですが、主な調整事項のところで、１

番下の学校教育に取り入れていただいている「地

域学習」の修正とありますが、どのようなことで

しょうか。 

○三瀬財政課長補佐 

ジオパークの件につきましては、各学校にもジ

オパークの職員が出向きまして授業をさせていた

だいておりますが、出向いていく地域学習のとこ

ろを、どのように今後整理していくのかというと

ころもあわせて見直すという考え方になっておる

かと思います。 

○大森委員 

出向いていく、見直すというのは、回数を減ら

すということでしょうか。担当職員がいなくなる

というか、どういうことでしょうか。 

○三瀬財政課長補佐 

こちらの企画書をつくったときですけれども、

主な調整事項という欄のところには、基本的に作

った段階では、当時ジオパークをもう今回で脱退

するのか、将来やめるのかという議論をしていた

んですけれども、もしそういう方向に発展した場

合には、地域に出て、学校に出ていっている授業

についても見直さなくてはならなくなるので、そ

こが調整課題ですよねという共有をしているとこ

ろになります。 

○大森委員 

結果のところで、ジオパーク活動を継続し再認

定審査に臨むということですよね。 

○三瀬財政課長補佐 

御指摘のとおりで、今回の更新は実施をして、

その後、その次についてはまた改めて検討すると

いうことになっております。 

○源委員長 

ほかにありましたらお願いします。 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

よろしいでしょうか。 

それでは、続きまして実施項目②になります。

イベント・行事等の見直しについての説明をお願

いします。 

○沖野財政課長 

ページ数は先ほどと同じ 38 ページでございま

す。 

実施項目②イベント・行事等の見直しから、③

補助金・給付事業の適正化における給付事業等の

見直しまで、一括して御説明いたします。 

最初にＮｏ．30 イベント・行事等の見直しで

ございます。企画書は、Ｎｏ．78 からＮｏ．

80 となります。 

ここでは、市が直接的に予算措置し、主催する

イベント・行事について取上げております。各地

区でのお祭りなど、実行委員会方式で実施するイ

ベントに対しましては、市としては補助金の交付

を行っておりますので、補助金の見直しの中で整

理いたしております。イベント・行事等の見直し

についてでございますが、様々な要望の中で補助

金が創設されますと、補助金がやめられず次々と

積み重なるのと同じように、このイベントや行事

につきましても、一旦創設されますと、止められ

ないという体質でありまして、新しいイベントが

できる分だけ増えてしまうという現状にございま

す。有識者会議の中でも、費用対効果を踏まえた

中で、当初の目的は何であったのか、今の時代に

即しているのか、振り返り見直すことが重要と指

摘されており、財政力に応じた取組とするもので

ございます。 

まず、おイネ賞事業でございますが、本市に縁

がある日本初の産科女医をきっかけに、医療研究

活動の奨励事業として、表彰式・講演会を実施し

ております。医師確保など地域医療の振興に寄与

する事業ではございますが、近年の参加者数の減

少を踏まえ、２年に１回の開催とし、事業規模を

縮小するものでございます。 
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続きまして、ギャラリーしろかわで開催してい

ます、全国かまぼこ板の絵展覧会は、定着した文

化となっておりますが、近年の応募者数・来館者

数の減少に加えまして、運営経費に対して、その

後の集客力・誘客の向上や観光・経済産業への結

びつきが弱く、事業規模を縮小するとともに、運

営財源となる収入を開拓し、自ら確保する視点に

力を入れるものでございます。 

次に、四国西予ジオパークキャンプ事業は、子

どもを対象とした３泊４日のキャンプ事業でござ

いまして、自然に触れる機会とともに魅力発見に

つながる事業でありますが、運営経費の在り方と

ともに、運営に従事する職員・スタッフの確保に

も課題を抱えております。そのような中で、本年

度から、地域団体がレクリエーション協会ととも

に、類似のアドベンチャースクールの取組を実施

することから、民間でできる事業に転換するもの

でございます。 

続きまして、39 ページでございます。 

ここからは、実施項目③補助金・給付事業の適

正化となりまして、Ｎｏ．31 補助金の見直しで

ございます。企画書は、主にはＮｏ．81 となり

ます。 

こちらを前のモニターで御説明いたしますので、

モニターまたはＮｏ．81 の企画書を御手元で御

覧ください。 

補助金は、公益上必要性がある特定の事業や活

動の奨励を図るための財政的な支援でございまし

て、政策目的を実現する有効かつ重要な機能を果

たしております。しかし、先ほど申し上げました

ように、補助金につきましては一旦創設されます

と、その成果や効果が十分に検証されないまま、

固定化・長期化しやすい側面もありまして、本市

におきましても、各方面からの様々な要望の中で、

補助金が累積し、積み上がっております。令和７

年度の一般会計における補助金は 285 件で、予算

総額は約 20 億円でありますが、そのうち、国・

県の補助金等を除いた一般財源としましては、約

10 億円となっている状況でございます。今回の

プランによる削減目標としましては、この一般財

源部分 10 億円から１億円の削減に取り組むもの

でございます。今回の見直しに当たりまして、

285 件の全ての補助金につきまして、性質別・種

類別の整理を行いました。大きく３つに分類して

おります。 

まず、緑色のグループの制度的補助であります。

この制度的補助は、原則継続の扱いとしておりま

す。制度的補助の中でも３つに分類しております

が、制度的補助（委託）につきましては、市が実

施すべき性質が強いものを、団体等が行っている

場合の補助金でございます。続いて制度的補助

（償還・利子補給）につきましては、利子補給な

どの補助金になります。これら以外に、制度的に

支援するものをその他として分類しており、これ

らの制度的補助は、原則継続の扱いに整理いたし

ております。 

続いてピンクのグループでございますが、事業

費補助のグループになります。事業費補助（施設

維持）でございますが、施設の維持管理・修繕等

を支援するもので、こちらは減額を基本としつつ

も、ハード面の支援になりますので、利用状況等

の事情に応じて必要がある場合は継続の扱いとし

ております。 

続いて事業費補助（イベント）でございますが、

実行委員会方式の各種イベント・大会の運営を支

援するものでございます。イベント創設時の目的

を振り返りつつ、まずは隔年開催や持ち回り開催

などの運営手法を再検討いただくとともに、運営

手法の調整が難しい場合は、補助金額の削減につ

いて整理を行うものでございます。漫然と支出を

続けてきた側面のある補助金でございますが、イ

ベントの予算の在り方を見直していただくととも

に、イベントの自主運営を推進する観点から、主

催者において一定の自己財源の確保につきまして

も、取組を推進するものでございます。 

次に、事業費補助（ソフト）でございます。市

が公益上必要と認める事業や活動を支援・奨励す

るものであります。285 件の補助金のうち、

162 件をこのソフトに分類しております。このソ

フトの補助金につきましては、さらに２項目の紐

づけをしており、一つは、市の重点施策の３本柱、

医療福祉改革、人口減少対策、防災・減災対策の

いずれかに該当しているかを区分しております。

もう一つは、財政状況が厳しい中でも、事業の優

先度が高いかどうか、優先度が高いものからＡＢ

ＣＤの評価を、予算査定におけるヒアリングの中

で紐づけしております。重点施策に紐づくかどう

かと、優先度のＡＢＣＤの評価を整理した中で、
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補助金の廃止、減額、休止、継続などの判断をい

たしております。 

続きまして、水色のグループになりますが、団

体運営補助の扱いとなります。 

団体運営補助（一般）は、市が公益上、活動が

必要であると認めた団体に対して運営を支援する

ものですが、こちらは、２割の減額を基本としつ

つ、繰越金の状況を踏まえてさらに削減するもの

や、中には数万円程度の少額の補助金につきまし

ては、廃止としたものもございます。基本的には、

会費を徴収している団体となりますので、必要に

応じて、団体予算の見直し、会費の見直しなど、

各団体での対応になるものと想定いたしておりま

す。 

続きまして、団体運営補助（公共）につきまし

ては、主に社会福祉協議会、商工会、観光物産協

会など、公共的な関りが深い団体は、原則継続の

扱いといたしております。 

また、団体運営補助（準公）といたしましては、

市が委嘱した委員により構成する団体で、例えば

明るい選挙推進協議会などでございます。これら

の団体は、基本的には会費の徴収は行っておらず、

公共に準じた扱いとして、原則継続を基本としつ

つも、決算上の繰越金などの事情に応じては、個

別の見直しを行っております。 

前のモニターの企画書の次のページでございま

すが、見直し内容別の一覧表となっております。

上段でございますが、285 件の補助金のうち継続

が 139 件、減額が 56 件、廃止が 11 件、休止が

56 件、運営方法の見直しなど、その他が 23 件と

なっております。各担当課の方とは、昨年 12 月

の当初予算査定、本年４月の事務局ヒアリング、

８月に実施しましたプレ査定と、継続的に補助金

の扱いについて、進捗管理、共有をしながら進め

ております。相手方の状況や対応が難しい案件も

ありますので、最終的には、12 月の当初予算査

定の中で、ここの内容を詰めてまいりますので、

一覧表の件数や金額は変動するものと想定してお

ります。 

続きまして、改革プラン原案の 39 ページでご

ざいます。 

Ｎｏ．32 給付事業等の見直しでございます。

企画書につきましては、Ｎｏ．90 からＮｏ．

93 となります。 

人工透析患者通院交通費につきましては、他自

治体の事例を参考にしまして、対象者の支給要件

に所得要件を追加し、世帯の所得区分が非課税で

ある場合とするものであります。令和６年度に制

度の見直しを行っていることも踏まえ、令和

10 年度からの取組とするものでございます。 

次に、在宅ねたきり老人等介護手当につきまし

ては、在宅におきまして、要介護度４または５相

当の高齢者を介護している世帯に対し、慰労を目

的として介護手当を支給しております。制度創設

当初は、介護保険サービスが充実しておらず、家

族介護により担っていたものでありますが、近年

は介護サービスの拡充とともに、申請件数が年々

減少し、令和６年度は８名となっております。ま

た、過去には補助を受けておりましたが、平成

29 年度から一般財源の対応となった経緯もござ

います。今回の見直しでは、令和８年度から新規

受付を休止することといたしております。 

以上で、実施項目②イベント・行事等の見直し、

実施項目③補助金・給付事業の適正化についての

説明となります。 

○源委員長 

ありがとうございました。 

それでは、ただいま説明がありました件につい

て質疑を行います。 

挙手の上お願いします。 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

よろしいでしょうか。 

それでは次に移りたいと思います。 

今日、最後の予定となります。 

実施項目④新たな財源確保等についての説明を

お願いします。 

○沖野財政課長 

続いて 40 ページを御覧ください。 

最後の実施項目となりますが、実施項目④新た

な財源確保等になります。 

Ｎｏ．33 新たな財源確保の強化でございます。

企画書は、Ｎｏ．94 からＮｏ．97 でございます。 

行財政改革におきましては、歳出面での改革が

中心となりますが、単に公共サービスを削減・縮

小するという側面だけでなく、厳しい財政状況の

中において、住民サービスの質を維持・向上・拡

充させるためには、多角的な視点から歳入を確保
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するという自治体経営の視点も必要と考えており

ます。 

まず、庁用備品の売却といたしましては、メル

カリを活用した庁用備品の売却体制を構築するこ

ととし、先行した取組として、ホームページ等で

も御案内いたしましたが、先日、本市のメルカリ

ショップをオープンいたしました。早速、学校の

跳び箱などを出品しまして、売却が進んでいる状

況でございます。売却収入が高額ということでは

ございませんが、備品のリユースという考え方及

び処分費用の削減という視点の中でも、意識改革

の一つとして、いち早く着手したところでござい

ます。今後は、給食センターの再編でありますと

か、学校の再編なども検討されておりますので、

施設の統廃合に合わせて、備品の売却に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

続いて、官公庁オークション等を用いた市有財

産の売却などを掲げております。これまでにも、

西予市ホームページで取り扱ってまいりましたが、

周知の範囲が狭く、更新が立ち遅れるなど、十分

な対応が進んでいなかった側面がございます。今

回の見直しでは、官公庁オークション、公共Ｒ不

動産を活用するとともに、インスタグラムを通じ

た情報発信に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

次に、本市では、オフィス改革の視察受入れを

行っておりますが、近年は 20 数件の視察を受入

れております。西予市の知名度アップという観点

もありますが、資料の準備でありますとか、印刷

費用や職員の拘束時間も考慮し、経費の実費相当

の負担金を今後徴収することといたしております。 

続いて、企業誘致推進体制の強化でございます

が、令和７年度には企業誘致の調査に関する予算

措置を行っており、調査結果を踏まえた中で、方

針を定め、誘致活動に取り組むこととしておりま

す。ただし、企業誘致を行うことによって、固定

資産税の減免でありますとか、企業誘致奨励金な

どの支出など、一時的に財政的負担が増える事情

もございます。将来の雇用創出など重要な側面も

ございますが、誘致に向けた先行投資など、その

規模感については、調査結果を踏まえながら、将

来を見通した中で対応する必要があると考えてお

ります。 

続きまして、Ｎｏ．34 ふるさと納税の推進強

化でございます。企画書はＮｏ．98 とＮｏ．

99 となります。 

ふるさと納税は、八幡浜市で年間約 31 億円で

ありますので、仮に経費で 50％差し引かれまし

ても、年間で 15 億円の自由に使える予算が確保

出来ます。愛南町では年間約 27 億円であります

ので、仮に経費を 50％差引きますと、約 13 億円

自由に使える予算が確保できることとなります。

西予市は、令和６年度決算で約５億円であります

ので、50％差引きますと年間 2.5 億円の自由に使

える予算が確保できることとなるわけですが、年

間で 15 億円、13 億円自由に使える自治体と、僅

か 2.5 億円しか確保出来ない自治体では、住民サ

ービスに還元できる部分に大きく差が出ることと

なります。住民サービスを維持・向上する上で、

財源確保の今後のよりどころとしましては、ふる

さと納税しかないととらえております。そのよう

な中で、職員一丸となったＰＲを進めるため、こ

れまでばらばらでありました職員用の名刺をふる

さと納税ＰＲ用にデザインを統一する計画として

おりまして、本年度後半からは、先行して取り組

む予定としております。ふるさと納税を推進する

上では、既存の返礼品のブラッシュアップ、新規

返礼品の発掘、広告・広報施策の強化など、それ

ぞれの取組項目で強化推進に取り組むことが必要

となります。しかしながら、全体を総括的に企画、

マネジメントする機能が十分とは言えず、本年度

からは、全体的な企画の中で、取組の強化を進め

ているところでございます。集中改革期間後には

10 億円に達することを目標とするものでござい

ます。 

続きまして、41 ページを御覧ください。 

Ｎｏ．35 債権整理の強化でございます。企画

書は、Ｎｏ．100 からＮｏ．102 となります。 

強制徴収債権につきましては、滞納整理システ

ムの導入や、滞納処分の向上の取組により成果が

上がっておりますが、非強制徴収債権については、

催告や訴訟の提起等が適正に進んでおらず、課題

を抱えているところです。各担当課への指導助言、

研修体制の充実、定期的な債権状況報告会の開催

などにより、進捗管理のマネジメントを強化する

ものでございます。 

続いて、最後になります。 

Ｎｏ．36 基金の再編でございます。企画書は
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Ｎｏ．103 からＮｏ．108 となります。 

市では、財政調整基金以外の特定目的基金が

25 基金ございますが、基金残高が 1000 万円程度

の少額のもの、運用が停滞している基金がござい

ますので、再編整理を行うという考えでございま

す。 

前のモニターをご覧ください。企画書はＮｏ．

103 となります。 

まずは、公共施設整備基金でございます。令和

７年度の期首時点の残高は約 12.5 億円でござい

ます。こちらの基金には、令和６年度に基金集約

を第１弾として行っております。その第１弾の内

容は、庁舎建築事業基金、一般廃棄物処理施設等

建設基金、学校施設整備基金、体育施設整備基金

の４基金を廃止し、公共施設整備基金に残余の現

金を集約いたしました。また、消防庁舎の建設が

終了したことを受け、本年５月末で消防財政調整

基金を廃止し、こちらも残余の現金を公共施設整

備基金に集約したところでございます。今回の見

直しでは、近年、土地開発基金の活用実績がない

ことから、土地開発基金の残高 1.5 億円を公共施

設整備基金に改めて集約することとしており、公

共施設整備基金は、14 億円程度の残高になる見

通しでございます。この基金の活用の見通しでご

ざいますが、先程来説明しておりますように、今

後公債費の償還がピークを迎えるため、現在は、

減債基金をその償還財源の補填に投入しておりま

すが、減債基金が令和９年度の予算編成で枯渇す

る見通しであります。この減債基金が枯渇した後

は、公共施設整備基金を償還財源に回す計画とし

ておりまして、こちらも数年で全額を使い果たす

見通しでございます。 

次に、地域振興基金でございますが、主には地

域づくり活動センターの推進などに活用する政策

推進課所管の地域振興基金とは別に、財政課が所

管している地域振興基金がございます。病院・つ

くし苑などの現給保障のため、今後支出するもの

を除きますと約 4.7 億円の残高がございます。こ

ちらへ宇和町地域古代ロマンの里構想基金約

9300 万円、宇和福祉の里基金 1400 万円、中山間

ふるさと・水と土保全基金 800 万円、田園ロマン

の里づくり基金 1400 万円、おイネ賞事業基金

1100 万円、ジオパーク推進基金 300 万円を条例

廃止のうえ集約するものでございます。その活用

につきましては、財政状況が厳しい中では、貯金

を集約し、財政課で集中管理する中で、予算査定

を通じて、必要のある事業へ適宜充当することと

いたしております。 

このほか基金につきましては、過疎地域自立促

進特別基金、森林環境譲与税基金など、ガイドラ

インの運用緩和や有効活用の見直しに取り組んで

いくものでございます。 

以上で説明を終わります。 

○源委員長 

説明は以上となります。 

質疑がある方は挙手の上お願いします。 

○信宮委員 

どれというわけではないんですけれども、西予

市が保有している美術品が結構あるとは思うんで

すけれども、例えば城川のかまぼこ板の下にある

とは聞いておるんですけどね、見たことはないん

ですが。その価値ある西予市所有の美術品がどれ

くらいあるのか、またそれを取得されたときには

多分、地元の人の寄附とか設けられて、購入なり

されて、それを売却することは出来んと思うんで

すけれども、せっかくそういう実績があるのなら

それを活用して、多くの人に見ていただく企画展

なりして、ジオミュージアムなんかを活性化した

りだとか、そういう方法もあるんではないかとは

思います。また、美術品の中でも、売れるものが

あればですね、本当に財政的に厳しいのであれば、

財源の足しにしたらいいのではないかと個人的に

は思うところもあります。 

それがひとつの点と、もうひとつカーボンオフ

セット推進事業というのを西予市も毎年取り組ま

れておると思うんですけれども、ちょっと私も詳

しくはないんですが、今水田のちょうど中干し時

期に入ってるところもあるんですけど、中干しを

１週間延ばしてメタンガスを減らして、それをカ

ーボンオフセットとして売るということを、農機

具メーカーなどが、農家を取りまとめて大企業に

その分を売っているという状況もあるので、西予

市 75％が森林ですので、この 75％の森林が吸収

するＣＯ2 というのが、かなりなもんではないか

と思うんですけども、その辺を何かしら、カーボ

ンオフセットで、お金にかえるということは出来

ないものかと思うんですけどいかがでしょうか。 

○三瀬財政課長補佐 
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最初にございました文化振興の美術品の件につ

いてお答えさせていただきます。ギャラリーしろ

かわのほうで主に所管しているものになりますが、

西予市の文化振興基金という、美術品も基金とい

う扱いになってまして、西予市が持っている総額

の基金の中にはこの美術品も含まれております。

動産扱いということで、その金額は大体２億円ち

ょっとぐらい、金額としては抱えているという状

況で、物は数十件あるのだろうなと考えていると

ころでございます。金額のところについてはひと

まず御説明となります。 

○源委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 32 分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 33 分） 

○山住総務部長 

先ほどありましたカーボンオフセットの取組で

ございますが、所管をしております経済振興課の

ほうにおきまして、この取組につきましては、調

査研究を進めさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○大森委員 

ギャラリーに保管されている美術品についてで

すが、その美術品が保管される歴史的な背景とい

うか、その町その町の歴史があると思いますので、

そこらは住民の意見を十分に聞きながら、美術品

ですのでね、本当住民の意見が１番だと思います。 

○源委員長 

ほかにありましたらお願いします。 

○河野委員 

新たな財源確保ですけれども、官公庁オークシ

ョン、以前消防車の導入のときに、下取りの消防

車をちょっと地元で活用することが出来ないかと

いうような質問をしたことあるんですけれども、

オークションを見てみると、至るところで消防車

なりそういったオークションに出ているのが見受

けられます。西予市の場合は、たいていあれ下取

りじゃないけど、処理してもらったらただでいい

ですというような感じでやっとるんじゃなかろう

か思うんですが、ここらを十二分に活用して、オ

ークションで１円でもいいもんね、どっかに売却

してもらったら。 

それと、企業誘致推進ですけれども、これ私も

今推進委員になっておりますけれども、確か３名

以上の雇用があれば、申請を受け付けるというよ

うなことで、その後の費用のほうが、設置された

ときの補助金とその後３年から５年間の税金、固

定資産税の減免というようなことで、多額の費用

が要っとるのではなかろうかと思っております。

委員の中でも、これも見直さんといかんぞという

話はした経緯がありますけれども、今までの誘致

した企業も見直すことはできんのかなと。今から

のは見直すことが出来ても、今までのとこでも、

西予市苦しいのよというような説明をして、３年

間何％かの減免しとるのを半分ぐらいするとか、

そういったところの対策も考えてみたらどうでし

ょうか。 

○正司財政課長補佐 

前段で御質問のありました官公庁オークション、

消防車両を官公庁オークションでよく見かけると

いうお話でございますけれども、私も同じような

形で拝見させていただいておりまして、現状とし

ましては消防関係の備品も含めまして、業者さん

に下取りというか全部処分してもらってるという

現状がございます。割とそういう車両ですとか、

器具についてはマニアがいらっしゃいますので、

割とお金に変わるんではないかなという御提案も

消防署のほうにさせていただいております。消防

署のほうでは、具体的に御検討のほうをいただい

ておりまして、来年度早速、消防団車両２台、更

新車両が出ますので、ちょっと第１弾として来年

度において、官公庁オークションに取り組んでみ

たいなというふうに考えております。ただ１点現

実問題としまして、特殊な車両になりますので、

一般の方にお譲りするために、いろんなものをの

けたりですとか、西予市の名前が入ってますので

そういったものをのけたりですとか、現在概算で

約１台 11 万円の費用がかかるというふうに伺っ

ております。ただ相場見ますと 50 万円とか 60 万

円とか、そのような金額になっておりますので、

そこら辺はカバーできるんじゃないかなというふ

うに現時点では考えております。 

最後に実際に官公庁オークションに出すために、

現在税務課のほうが、差押えした物品を売るため

の官公庁オークションのアカウント運用している

んですけれども、私も最初軽はずみにそれをその

ままと思ってたんですが、また性質が異なるもの

でして、まずそこら辺の体制、整備等については、
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今後調査研究を進めまして、来年度、何とか形に

したいなというふうに思っております。 

○山住総務部長 

企業誘致に係る奨励金の取扱いですけども、既

に奨励金を受けている団体、企業に対して、見直

しを求められないかという御質問であったかと思

うんですけども、基本的には奨励金を決定したと

きの行為が、法律行為のようなものであれば、当

然それを見直したときの条件の変更いうことにな

るので、場合によっては損害賠償の対象になった

りすることも、なきにしもということで、慎重な

判断が必要かなと思います。今後につきましては、

見直しも当然検討していかないといけないところ

ですけども、その点については、地域の雇用であ

るとか地域経済の影響、いろんな産業の部門もあ

るかと思いますけども、そういったところの今後

の動向等も踏まえた上で、必要な見直しはしてい

きたいと思います。その点についてまた担当部署

のほうに繋ぎたいと思います。 

○源委員長 

ほかにありましたらお願いします。 

○信宮委員 

メルカリショップと官公庁オークションの売買

が成立した場合の手数料は幾らか教えていただき

ますか。 

○正司財政課長補佐 

今ほどの手数料の件でございますが、10％とい

う形になっております。それと別途振込手数料

等々も、若干はかかるようにはなっております。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

○河野委員 

売ることばっかりなんですけれども、市有の建

物ですよね。これも何かの会のときに、できると

こから売りなさいと、空き家情報のとこに載せた

りして今もやられとると思うんですけれども、そ

こら辺の体制強化、もう遊休財産というかそうい

う状態で維持管理の費用だけ発生しとるというよ

うなとこは、本当、思い切って処分をして身軽に

していただいたらと思います。 

○山住総務部長 

公共施設、遊休資産の売却の話は有識者会議で

委員の中からも、いわゆる民間等の金融機関のほ

うでもそういったところをお手伝いしてるところ

もあってですね、企業誘致も含めた形でそういっ

た遊休施設についての売却を進めるような取組が

既にあるようです。こういったことの情報も得ま

したので、今後そういったことが当市においてど

ういう形にやれるかというところは、研究させて

いただきたいと思います。積極的に売却をする手

法があれば、それについてはチャレンジをしてい

きたいなと思っております。 

○源委員長 

ほかありましたらお願いします。 

○信宮委員 

河野委員の意見を聞いてちょっと思い出したん

ですけど、今、神野久の農業集落排水が公共下水

にもつながって、建物は使ってないんですけれど

も、以前の説明のときに、その建物はその地区で

もう自由に使ってもらったらということだったん

ですけども、それはちょっと余りにも、やっぱり

どっか借りたい人があれば有償で貸すなりしたほ

うがいいんじゃないですかというふうなことを言

っとったんですけど、それ以降、建物がどういう

扱いになってるか分からないんですけれども、こ

れからも農業集落排水、二つ三つぐらいは公共下

水につながっていくとは思うんですけれども、そ

の場合に、やっぱその建物を使いたい人があれば、

中に物はあると思うんですけども、その中のもの

を整理して、倉庫がわりに使いたい人もあると思

いますんで、地区で自由に使ってくださいよでは

なくて、やはりきちっと使いたい人を募って、有

償で貸すというふうなことをやっていったらいい

んではないかと思いますが、その意見だけです。 

○山住総務部長 

公共下水に接続した際には一応施設としては使

わないということを聞いておりますが、中継の役

割はあるかと思います。そういったところの機能

と、本来の目的が終わった施設の利用の仕方いう

ところは、利用者にとって影響が出ないような形

が確認出来た施設については、そういったことも

検討していきたいと思います。ただ、今の段階で

はどういった利用方法ができるかというのも、担

当課も取りあえずあいた施設なんで、倉庫的な使

い方というところで考えているぐらいかなと思っ

てますので、ここについてもまた担当部署にそう

いった利用方法についての検討、その辺りを指示

したいと思います。 
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○源委員長 

ほかにありますでしょうか。 

○大森委員 

ちょっと説明を、私されたのに頭から抜けてる

かもしれないんですが、Ｎｏ．103 基金の再編の

ところで、表のブルーのところです。定額で基金

廃止を検討というのが２件、肥育肉用牛及び乳用

牛産地強化支援事業等資金貸付基金、研修基金と

いうのが基金の廃止を検討されているということ

ですが、これはもう必要ないという御判断でしょ

うか。 

○三瀬財政課長補佐 

今ほどの肉用牛の基金のところについて、実際

に基金の活用実績が進んでいるのかというところ

の中で課題が生じておりますので、基金の有効な

活用方法をまず考えた上で、利用実績がないので

あれば将来どうしていくのかっていうところを検

討することが必要ではないかという呼びかけとと

もに、研修基金につきましても、実際この基金が

近年全然実績がないという状況になっておりまし

て、実績がないところにつきましては、当初の目

的に振り返って、この後どうしていくのか、廃止

の検討は可能なのかというところを担当課で整理

していくようになっております。 

○大森委員 

廃止となった場合この基金はどこにお金が動く

んでしょうか。 

○三瀬財政課長補佐 

現時点ではですね、先ほど説明をさせていただ

きました公共施設整備基金と、それから財政課が

持っている地域振興基金のところへの集約という

のを先行して、重点化して進めておりますので、

今ほど御指摘がありました二つの基金については、

まだ方向性は十分に決定してないという状況にな

っております。 

○源委員長 

ほか、よろしいでしょうか。 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

それでは以上をもちまして④番新たな財源確保

等についての質疑を終結いたします。 

最後に総括質疑の場をしたいと思います。 

今日ありました基本方針２持続可能な行政運営

に向けた財政改革の部分、質疑ありましたら挙手

の上お願いします。 

○河野委員  

Ｎｏ．17 の行政連絡の関係ですけれども、い

ろいろ区長手当とかそれの見直しをするというこ

とですけれども、暫時休憩のときだったかな、区

域の割振り、住民が 10 人以下になって役員の成

り手もないというようなとこがたくさんあると思

うんですよ、城川は主に多いんじゃなかろうか思

うんやけど。そこらの行政の区域割の調整を市の

ほうがしてもらうことは出来ないんですかね。以

前、地元からの要望があればというような話を聞

いたことあるんですけれども、この機会に、市は

こう考えとるんよという案を地元に示すことは出

来ないのかどうか。 

○山住総務部長 

人口減少が進む中で、そういった自治会の維持

運営がなかなか難しくなるのは、もうどうしても

生じてくることだと思いますんで、そこの問題に

つきましては、恐らく 10 年ほど前に１度城川で

話が上がって途中で立ち消えになったんですかね、

あの時。あと野村地区でも２カ所ほど出てきてお

ります。ただ、今ほど委員さんからも言われたよ

うに、直接的に行政が自治会そのものについてど

うこうしてくださいということは、ちょっと言え

ないというような立場は、いまだもっております。

あくまでも自治会というのは、そこに住んでおら

れる方が、自らがやっていくことであるというス

タンスは基本的に変わってないです。ただし、地

元からの要望と場合によってはその周辺の自治会

等との連携が可能であるとか、将来的にこういう

ふうな体制で、それは一定程度同じような機能を

維持することができると。そういったことが、地

元のほうから声として上がってくれば、行政とし

てお手伝いできるところは、お手伝いをさせてい

ただきたいと思ってます。また制度的にしっかり

と構築出来ているとまでは言えないんですけども、

今の現状からするとそういったことについての具

体的なスキーム、そういったものも考えていく必

要があるかと思います。これも申し訳ないですが

今後の研究課題ということでお願いしたいと思い

ます。 

○源委員長 

ほかにありましたらお願いします。 

〔発言する者なし〕 
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○源委員長 

それでは、次第の（１）番については以上をも

って終了したいと思います。 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 49 分） 

○源委員長 

再開を告げる。（再開 午後３時 51 分） 

それでは次第(２)番その他のほうに入りたいと

思います。 

本日の資料の１番下にあるんですが、第３回特

別委員会質疑まとめということでしております。

前回の委員会で申し上げたとおり定例会において

中間報告をする予定となっております。中間報告

については、第３回、今日の第４回、そして明後

日の第５回特別委員会において出された質疑を列

記する形で行いたいというふうに考えております。

ただ中間報告ですので質疑等を踏まえた上で、あ

る程度の意見を集約出来たらいいかなというふう

には考えておりますが、その辺りについては次の

第５回の特別委員会終了後にまた考えたいと思い

ます。ちょっと御足労をかけるんですが、一応次

の第５回特別委員会までの質疑の取りまとめが出

来てからですね、第６回の委員会を開催したいと

思っております。先ほど、行政の説明の中で

29 日金曜日に第３回の有識者会議、そして答申

の予定があるというふうに説明がありました。そ

うなると９月１日に中間報告という旨申し上げと

ったんですが、なかなかちょっと日程的に厳しい

かなというふうにも半分思っております。いつ中

間報告するかということは、議長を含め関係者の

ほうと協議した上でまた再度決定したいと思いま

すので、御了解いただければと思います。 

次回の第５回特別委員会は、最後基本方針３持

続可能な行政運営に向けた組織・業務改革につい

て及び人件費の抑制という部分が、全協の中で説

明があったかと思います。それについても現状に

ついての報告をした上で質疑を行いたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

一応今日予定していた内容は以上になるんです

が、委員の皆様何かございましたらお願いします。 

〔発言する者なし〕 

○源委員長 

以上にしたいと思いますが、次回第５回特別委

員会は、明後日８月 21 日木曜日午前９時から行

いたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○中村副委員長 

これをもちまして第４回西予市の財政に関する

特別委員会を散会といたします。 

 

 

 散会 午後３時５３分 

 

 

 西予市議会委員会条例第30条第１項の規定によ

りここに署名する。 

 

 

西予市の財政に関する特別委員会委員長 

源 正樹 

 


